
2023 年 12月 11日 
株式会社朝日工業社 

お取引先への支払条件変更について 

株式会社朝日工業社（代表取締役社長：髙須 康有）は、資本金 4,000 万円未満のお取引
先（機器事業部においては資本金 3 億円以下のお取引先）に対する支払条件をすべて現金
払いに変更し、また、すべてのお取引先に対する手形・電子記録債権の支払サイトを 120 日
から 60 日に短縮いたします。 
  当社は、SDGｓ基本方針で「ビジネスパートナー等との共存共栄とパートナーシップの
強化」を重点課題として掲げ、サプライチェーン全体における付加価値増大と新たな連携に
よりお取引先の皆さまとの共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」を公表しており
ます。 
今回の支払条件変更により、お取引先とのさらなる関係強化を進めてまいります。 

【お問合せ先】  Tel  ：  03-6452-8182 
                                        Fax  ：  03-6452-8191 
                                        担当  :   株式会社朝日工業社 本社財務部 

【変更前】現金および手形・電子記録債権による支払
【変更後】現金100％
【変更前】手形・電子記録債権の支払サイト120日
【変更後】手形・電子記録債権の支払サイト60日

（機器事業部）

【変更前】現金および手形・電子記録債権による支払
【変更後】現金100％
【変更前】手形・電子記録債権の支払サイト120日
【変更後】手形・電子記録債権の支払サイト60日

対      象 変  更  内  容 変 更 時 期

資本金３億円以下の取引先
2024年1月31日支払いから
（2023年12月検収分から）

すべての取引先

対      象 変  更  内  容 変 更 時 期

資本金4,000万円未満の取引先
2024年2月5日支払いから
（2023年12月検収分から）

すべての取引先


